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環 境 会 計 の 課 題

菊 谷 正 人

（国士舘大学）

Ｉ．
は じ め に

オ ゾ ン 層 の 破 壊、 地 球 温 暖 化、 酸 性 雨、 海 洋 汚 染、 熱 帯 雨 林 の 減 少 等 の 環 境 破 壊 （ｅｎ・

ｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｄｉｓｒｕｐｔｉｏｎ） が
、

地 球 規 模 的 な 影 響 お よ び 将 来 の 世 代 に 影 響 を 及 ぼ す 問 題 と な

り、 そ の 対 応 は 緊 急 を 要 す る も の に な っ た。 こ の よ う な 時 期 に お い て、 環 境 問 題 を 取 り 扱 う 会

計 分 野 と し て、 環 境 保 護 あ る い は 環 境 負 荷 低 減 を 目 指 す 「環 境 会 計」（ｅｎＶｉｒＯｎｍｅｎｔａ１ａ㏄ｏｕｎｔ・

ｉｎｇ あ る い は ｇｒｅｅｎ ａＣＣｏｕｎｔｉｎｇ） の 探 究 ・ 展 開 が 期 待 さ れ て い る。

会 計 か ら の 環 境 問 題 へ の 対 応 は、 ミ ク ロ 会 計 およ びマ ク ロ 会 計 （社 会 会 計 的 方 法） の 側 面 か

ら 行わ れ て い る が、 本 稿 で は、 環 境 会 計 の 範 囲 を企 業会 計 （ミク ロ 会 計） に 限 定 して 考 察 を 加

え る。 っ ま り、 企 業 会 計 に 関 連 す る 環 境 会 計 を 環 境 管 理 会 計 （ｅｎＶｉｒｏｎｍｅｎｔａ１ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

ａ ㏄ ｏｕｎｔｉｎｇ）
、

環 境 監 査 （ｅｎｖｉｒｏｎ ｍ ｅｎｔａ１ａｕｄｉｔ）
、

環 境 財 務 会 計 （ｅｎｖｉｒｏｎ ｍｅｎｔａｌｆｉｎａｎｃｉａ１ａｃ－

ＣＯｕｎｔｉｎｇ） お よ び 環 境 税 務 会 計 （ｅｎＶｉｒｏｎｍｅｎｔａ１ｔａＸ ａ㏄ｏｕｎｔｉｎｇ） に 分 類 し、 そ れ ぞ れ の 課

題 に つ い て 検 討 す る こ と に す る。

■． 環 境管理会計の課題

環 境 管 理 と は、 製 造 ・ 加 工、 流 通、 廃 棄 な ど の 企 業 活 動 に よ っ て 生 じ る 環 境 負 荷 （ｅｎ・

ｖｉｒｏｎｍｅｎｔａ１ｉｍｐａｃｔ） を 把 握 し、 可 能 な 限 り 低 減 さ せ る た め の 自 主 的 な 管 理 （た と え ば
、 省

資 源 管 理、 省エ ネ 管 理、 廃 棄 物 管 理） で あ り、 そ の 会 計 手 法 が環 境 管 理 会 計 で あ る。 管 理 会 計

の 性 質 上、 貨 幣 数値 に よ る 財 務 情 報 化 と い う よ り は、 環 境 負 荷の 物 量 情 報 の 提 供 に 重 点 が 置 か

れ て い る。 企 業 の環 境負 荷 を 継 続 的 に 改 善 す る 環 境 管 理 会 計 の手 法 と し て、 た と え ば、 ライ フ

サ イ ク ル ・ ア セ ス メ ン ト （ｌｉｆｅ ｃｙｃｌｅ ａｓｓｅｓｓｍ ｅｎｔ 一 以 下 ＬＣ Ａ と 略 す ）、 エ コ ビ ラ ン ッ （Ｏｋｏｂｉ－

ｌａｎｚ）
、

エ コ ロ ジ ー 簿 記 （δｋｏｌｏｇｉｓｃｈｅ Ｂｕｃｈｈａ１ｔｕｎｇ） な ど が 利 用 さ れ て い る。
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１． ラ イ フ サ イ ク ル ・ ア セ ス メ ン ト

ＬＣＡ と は、 環 境 負 荷 を 削 減 す る た め に、 資 源 の 採 取、 製 造 ・ 加 工、 流 通、 使 用 ・ 消 費、 リ

サ イ ク ル ま た は 廃 棄 に 到 る 製 造 の 全 プ ロ セ ス （ラ イ フ ・ サ イ ク ル） の 各 段 階 で・ 当 該 活 動 が 環

境 に 与 え る 影 響 を 分 析 ・ 評 価 す る 会 計 手 法 で あ る。 ＬＣＡ の 実 施 手１順は、 一 般 的 に、 ① 製 晶 お

よ び製 品 間 の 比 較 ・ 評 価、 ラ イ フ サ イ ク ル や 環 境 負 荷 の 範 囲、 測 定単 位 等 の 設 定 段 階、 ② こ

れ らの 枠組 み に 基 づ く デ ー タ 収 集 段 階・ ③ 環 境 負 荷 の カ テ ゴリ ー 別 （た と え ば 大 気 汚 染 物 質、

水 質 汚 染 物 質） に 評 価 す る 定 量 化 ・ デ ー タ 解 析 段 階、 ④ デ ー タ 解 析 に よ る 総 合 評 価 に 基 づ く

ラ イ フ サ イ ク ル 改 善 段 階 か ら 構 成 さ れ て い る１）
。

ＬＣＡ に 基 づく 環 境 負 荷 の 定 量 的 デ ー タ は、 そ れ だ け に よ っ て 意 思 決 定 が な さ れ る と い う も

の で はな い が、 具 体 的 な 係 数 的 用 具 と して、 環 境 負 荷 の 現 状 を 明 ら か に す る こ と が で き る。 環

境 負 荷 を 定 量 的 に 解 析 ・ 評 価 で き る な ら ば
、 エ ネ ル ギ ー ・ 原 料 材 料 の 削 減 （ｅｎｅｒｇｙ ａｎｄ ｒａｗ－

ｍａｔｅｒｉａｌ ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）・ 原 材 料 ・ 製 品 ・ 生 産 過 程 ・ 廃 棄 物 の 流 れ お よ び 環 境 へ の 排 出 の 質 を 改

善 す る 「品 質 改 善」 （ｑｕａ１ｉｔｙ ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ）、 物 質 の サ イ ク ル を 可 能 な 限 り 完 結 さ せ、 副 次

的 な 排 出 ・ 廃 棄 物 を 一 定 水 準 に 抑 え る 「連 鎖 管 理」 （ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ ｃｈａｉｎ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ） 等 に 役

立 っ こ と が で き る で あ ろ う。

２
．

エ コ ビ ラ ン ツ

エ コ ビ ラ ン ツ は ベ ル リ ン や ウ ィ ー ン の 環 境 経 済 研 究 所 （Ｉｎｓｔｉｔｕｔ ｆ血ｒ δｋｏｌｏｇｉｓｃｈｅ Ｗｉｒｔ－

ｓｃｈａｆｔｆｏｒｓｈｕｎｇ） が 提 唱 し、 ド イ ツ 語 圏 諸 国 の 研 究 者 ・ 機 関 に よ っ て 論 じ ら れ て き た。 エ コ

ビ ラ ン ン ツ も・ 貨 幣 額 に よ る 計 算 ・ 表 示 法 を 採 ら ず・ 物 理 学 上 の 計 算 単 位 を 用 い て・ 企 業 活 動

が 環 境 に 及 ぼす 影響 を 分 析 ・ 評 価 す る 手 法 で あ る。

エ コ ビ ラ ン ツ の 概 念 規 定 は 一 様 で は な い が、 た と え ば、 原 材 料 ・ エ ネ ル ギ ー の イ ン プ ッ ト お

よ び ア ウ ト プ ッ ト と し て の 廃 棄 物 量 ・ 排 水 量 ・ 廃 ガ ス 量 ・ 廃 熱 量 を 把 握 す る 「経 営 計 算 書」

（Ｂｅｔｒｉｅｂｓｂｉｌａｎｚ）、 製 造 工 程 別 の イ ン プ ッ ト ・ ア ウ ト プ ッ ト に 応 じ た 排 出 物 ・ 変 質 物 を 廃 棄 物

量 ・ 排 水 量 ・ 廃 ガ ス 量 ・ 廃 熱 量 に 識 別 し て 把 握 す る 「工 程 計 算 書」 （ＰｒｏｚｅＢｂｉｌａｎｚ）、 製 品 種

類 別 に イ ン プ ッ ト ・ ア ウ ト プ ッ ト に 応 じ た 排 出 物 ・ 変 質 物 を 廃 棄 物 量 ・ 廃 水 量 ・ 廃 ガ ス 量 ・ 廃

熟 量 に 識 別 し て 把 握 す る 「製 品 計 算 書」 （Ｐｒｏｄｕｋｔｂｉｌａｎｚ）、 一 般 管 理 上 の 建 物 ・ 設 備 ・ 機 器 な

ど の 非 製 造 関 連 の 諸 活 動 を 分 析 す る 「立 地 計 算 書」 （Ｓｔａｎｄｏｒｔｂｉ１ａｎｚ） か ら 構 成 さ れ る。 そ れ

ぞ れ の エ コ ビ ラ ッ に お い て、 そ れ ぞ れ に 適 切 な 物 量 単 位 が 採 用 さ れ、 環 境 へ の 緊 急 性 に 応 じ て

ＡＢＣ 等 級 化 シ ュ ー マ に よ り 質 的 評 価 が 行 わ れ る２）
。 こ の よ う な エ コ ビ ラ ン ツ の 利 用 に よ り、

原 材 料 ・ エ ネ ル ギ ー ・ 廃 棄 物 な ど の 量 が 減 り・ 環 境 負 荷 の 削 減 あ る い は コ ス ト ・ リ ダ ク シ ョ ン

を 可 能 に す る こ と が で き る。
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３
． エ コ ロ ジ ー 簿 記

ス イ ス の ミ ュ ー ラ ー ・ ヴ ェ ン ク （Ｒ． ＭＯ１１ｅｒ－Ｗｅｎｋ） が 考 案 ・ 提 唱 し て い る エ コ ロ ジ ー 簿 記

と は、 環 境 負 荷 （Ｕｍ ｗｅ１ｔｅｉｎｗｉｒｋｕｎｇ） を 種 類 ご と に 物 量 単 位 で 測 定 し、 そ れ に 環 境 負 荷 ポ

イ ン ト （環 境 負 荷 の 程 度 を 表 す 係 数） を 加 重 し て、 環 境 負 荷 を 比 較 可 能 に す る 会 計 手 法 で あ る。

エ コ ロ ジ ー 簿 記 の 場 合、 環 境 負 荷 は、 エ コ ロ ジ カ ル な 希 少 性 の 尺 度 を 表 す 「等 価 係 数」 （Ａｑｕｉ－

ｖａ１ｅｎｚｋｏｅｆｆｉｚｉｅｎｔ） を 環 境 負 荷 の 物 量 数 値 に 乗 ず る こ と に よ っ て 定 量 的 に 評 価 さ れ る３）
。

た と え ば、 牛 乳 容 器 の 製 造 を ガ ラ ス に す る か 紙 に す る か を 決 め る 場 合、 ガ ラ ス 製 で あ れ ば １

本 の 製 造 原 価 は １５ 円、 紙 製 で あ れ ば １３ 円 で あ る が、 ガ ラ ス 製 は 二 酸 化 炭 素 （大 気 汚 染 物 質）

を １ 本 当 た り ６ ｍｇ、 リ ン 酸 塩 （水 質 汚 濁 物 質） を Ｏ．９ ｍＺ を 出 し、 紙 製 は 二 酸 化 炭 素 １４ ｍｇ、

リ ン酸 塩 Ｏ．２ｍＺ を 排 出 す る と 仮 定 す る。 環 境 負 荷 を 無 視 し、 貨 幣 数 値 に よ る 製 造 原 価 だ け を

比 較 す れ ば
、 紙 製 が選 択 さ れる で あ ろ う。 し か し、 環 境 調 和 型 企業 に お い て は、 環 境 負 荷 ポ イ

ン ト （ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｂｕｒｄｅｎ ｐｏｉｎｔ一 以 下 ＥＰ と い う） を 考 慮 す る 必 要 が あ る。 二 酸 化 炭 素

の エ コ フ ァ ク タ ー が １ ｍｇ 当 た り ２ ＥＰ、 リ ン 酸 塩 は １３ＥＰ で あ る と 仮 定 し た 場 合、
ガ ラ ス 製

の 環 境 負 荷 の 合 計 は ２３．７ ＥＰ、 紙 製 は ３０．６ＥＰ と な り、 ガ ラ ス 製 の 環 境 負 荷 が 小 さ い （つ ま り

環 境 に よ い） と 判 明 す る４）
。

こ の 場 合、 国 ・ 工 場 が 異 な れ ば エ コ フ ァ ク タ ー も 違 っ て く る で あ ろ う か ら、 実 際 に は エ コ

フ ァ ク タ ー の 修 正 が 必 要 と な る は ず で あ る。 原 材 料 ・ 製 造 工 程 に 関 す る デ ー タ は 企 業 秘 密

（ｃｏｎｆｉｄｅｎｔｉａ１ ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｉｎｆｏ ｍ ａｔｉｏｎ） に 係 る 部 分 が 多 い の で、 物 量 数 値 で の 環 境 負 荷 の 算 定

が 操 作 さ れ、 エ コ フ ァ ク タ ー 自 体 の 算 定 に も 恣 意 性 の 介 入 す る 余 地 が あ る。 こ の よ う に、 エ コ

フ ァ ク タ ー の 客 観 性 な ど に 欠 陥 が 内 在 す る こ と は 否 定 で き な い が
、 現 段 階 に お け る 環 境 管 理 会

計 で は、 理 論 的 客 観 性 を 備 え た 会 計 数 値 の 絶 対 的 正 確 性 を 追 求 す る よ り も、 緊 急 を 要 す る 環 境

保 護 の た め に 会 計 数 値 の 相 対 的 比 較 可能 性 を 選 好 し、 環 境 負 荷 の 低 減 に 貢献 す べ き で は な か ろ

う か
。

皿
． 環 境 監 査 の 課 題

環 境 監査 と は、 製 造、 流 通、 廃 棄 な ど の 企 業 活 動 の 各 過 程 でそ れ ぞ れ の 環 境 基 準 を 遵 守 して

い る か を 審 査・ 立 証 す る 過 程 で あ る。 こ れ は、 「内 部環 境 監 査」 と 「外 部 環 境 監 査」 に 分 け る

こ と が で き る。

１． 内 部 環 境 監 査

内 部 環 境 監 査 と は、 環 境 負 荷低 減の た め の環 境 管 理 が 適 切 に 実 施 さ れ、 そ の 管 理 レ ベ ル が 維

持 ・ 向 上 し て い る か を 確 認 す る 企 業 内 部 的 な 監 査 で あ る。 そ の 目 的 と す る と こ ろ は、（・）環 境

管 理 シ ス テ ム （ｅｎＶｉｒＯｎｍｅｎｔａ１ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ＳｙＳｔｅｍ） が 有 効 に 機 能 し て い る か を チ ェ ッ ク
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し、（ｂ）環 境 方 針 ・ 目 標 に 対 す る 達 成 度 評 価 を 行 う と と も に、 こ れ を 継 続 的 に 実 施 して いく こ

と に よ り、１・〕環 境 保 全 活 動 を よ り 高 度 化 した り、 将 来 顕 在 化 す る で あ ろ う 環 境 リ ス ク に 事 前

に 対 処 す る こ と で あ る５）
。 つ ま り、 内 部 環 境 監 査 は、 環 境 管 理 シ ス テ ム の 存 在 を 前 提 に し て、

環 境 管 理 活 動 の 有 効 性 を 確 か める ば か り で な く、 環 境 上 の 問 題点 を 発 見 ・ 改 善 す る と と もに、

環 境 管 理 レベ ル の 向 上 ・ 環 境 リス ク の 回 避 を 図 る こ と も 目 的 と し て い る。

環 境 管 理 シ ス テ ム の 合 理 性 ・ 有 効 性 を 点 検 ・ 評 価 す る 内 部 環 境 監 査 は、
一 般 に、 ω 環 境 監

査 の 事 前 準 備 （環 境 監査 チ ー ム の 編 成、 被 監 査 部 門 の 環 境 負 荷 レ ベ ル ・ 環 境 管 理 レベ ル 等 の 事

前 情 報 収 集、 実 施 要 領 ・ 監 査 計 画 の 作 成）、 （２）環 境 監 査 の 実 施 ・ 現 地 往 査 （被 監 査 部 門 へ の オ

リ ェ ン テ ー シ ョ ン、 イ ン タ ビ ュ ー 調 査 ・ 巡 査、 監 査 結 果 の 総 括、 被 監 査 部 門 へ の 環 境 結 果 ・ 改

善 事 項 の 伝 達）、 （３〕環 境 監 査 の 事 後 活 用 （被 監 査部 門 の 責 任 者 へ の 環 境 監 査 報 告 書 の 提 出、 被

監 査 部 門 に よ る 改 善 計 画 の 作 成 お よ び そ の フ ォ ロ ー ア ッ プ） の 三 段 階 に 分 け て 行 わ れ る６）
。

２
．

外 部 環 境 監 査

以 上 の よ う な 内部 環 境 監 査 と 平 行 し て、
企 業 と は 独立 し た 第 三 者 に よ る 外 部 環 境 監 査 も必 要

で あ る。 企 業 の 自主 的・ 内 部 的 な 環 境 管 理 ・ 監 査 に 信頼 性 を 付 与 し、 内 部 環 境 監 査 資 料 と し て

外 部 の 利 害 関 係 者 の 意 思 決 定 に 有 用 性 を 高 め る た め に は、 独 立 監 査 人 に よ る 外 部 環 境 監 査 が 社

会 的 に 要 請 さ れ てく る。 独 立 し た 第 三 者 に は、 民 間 の 団 体 （た と え ば 消 費 者 団 体、 環 境 保 護 団

体）、 環 境 問 題 に 関 す る 外 部 の 専 門家、 公 的 機 関 な ど が 考 え られ る。

こ の 場 合、 民 間の 団 体 に よ る 外 部 環 境 監 査 で は、
企 業 内 の 組 織 に 立 ち 入 っ た 調 査 や 内 部 資 料

の 点 検 は困 難 で あり、 資 金 ・ 人 材 の 面 で 長 期 的 監 査 は 不 可 能 で あ る の で、 自 ず か ら一 定 の 限 界

が あ る。 外 部 の 専 門 家 に よ る 外 部 的 環 境 監 査 に は、 内 部 環 境 監 査 の 一 形 態 と して 外 部 専 門家 に

依 頼 す る 環 境 監 査 と、 環 境 情 報 の 開 示 を 前 提 と し て 行 わ れ る 外 部 環 境 監 査 が あ る。 前 者 の場 合、

環 境 担 当 部 門を 設 置 す る 余 裕 の な い 小 規 模 企 業 に は や む を え な い が、 環 境 情 報 が 企 業内 の特 定

の 部 門 に 蓄 積 さ れな い 点 に 間 題 が あ る。 後 者 の 場 合 に は、 外 部 の 専 門 家 （た と え ば、 公 認会 計

士 を 加 え て、 公 害 防 止 管 理 者 の よ う な 技 術 面 の 評 価 能 力 を 持 っ 専 門 家 を 含 む 監 査 チ ー ム） が、

内 部 環 境 監 査を 包 含 し た 環 境 管 理 シス テ ム か ら 得 ら れ る 環 境 情 報 を 監 査 で き る の で、 企 業 へ の

圧 力 は 強く、 企 業 の 外 部 者 の 意 思 決 定 に役 立 っ７）
。

１９９５ 年 ４ 月 か ら 施 行 さ れ た ＥＵ の 環 境 管 理 ・ 監 査 ス キ ー ム （Ｅｃｏ・Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ａｎｄ Ａｕｄｉｔ

Ｓｃｈｅｍｅ一 以 下 ＥＭＡＳ と 略 す） で は、 ス キ ー ム 登 録 企 業 （任 意 参 加 制 に よる） が 作成 ・ 公 表

す る 環 境 声 明 書 （Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａ１ Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ） や 環 境 方 針 ・ 目 標、 環 境 計 画、 環 境 監 査 の 実

施 等 の 信 頼 性 に つ い て、 各 加 盟 国 の 管 轄 機 関 な ど が 公 認 し た 公 認 環 境 検 証 人 （ａ㏄ｒｅｄｉｔｅｄ ｅｎ－

ｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｖｅｒｉｆｉｅｒ） に よ る 検 証 を 受 け る こ と に な っ て い る８）
。 企 業 と は 独 立 し た 公 認 環 境

検 証 人 によ る 検 証 は、 実 質 的 に は外 部 環 境 監 査 を 意 味 す る。 しか し、 ＥＭＡＳ の制 度 自 体 が 自

主 的 参 加 制 で あ っ た た め に、 ス キ ー ム 登 録 企 業 は き わ め て 少 な い と い わ れ て い る９〕
。
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わ が 国 で は、 ＥＵ 諸 国 や 東 南 ア ジ ア で の 活 動 の 比 重 が 高 い 電 気 業 １０ 社 ・ ２ 団 体 を 母 体 に し

て、 環 境 監査 法 人 「㈱ 日 本 環 境 認 証 機 構」 （以 下 ＪＡＣＯ と いう） が １９９４ 年 １１月 に 設 立 さ れて

い る。 ＪＡＣＯ は、 各 社 の 環 境 声 明 書 が 国 際 規 格 に 適 合 し て い る か を ３ 年 ご と に 検 証 す る ほ か、

環 境 方 針 ・ 環 境 計 画 の 設 定、 監 査 担 当 者 の 育 成 等 に 協 力 す る こ と に な っ て い るｍ）
。 自 主 的 な 環

境 監 査 と は い え、 わ が 国 に お い て外 部環 境 監 査 制 度 が 発 足 した と い え る。 し か し、 あ る 特 定 の

業 界 を 母 体 に し て 設 立 さ れ た 民 間 の 環 境 監 査 法 人 が、 同 業 者 の 環 境 監 査 に 当 た っ て 独 立 性 を

保 っ た 判 断 を 行 使 す る こ と が で き る で あ ろ う か。 米 国 の 環 境 保 謹 庁 （Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｐｒｏｔｅｃ－

ｔｉｏｎ Ａｇｅｎｃｙ） は、 監 査 事 務 所 と 契 約 し て 外 部 監 査 （こ の 場 合、 被 監 査 企 業 が監 査事 務 所 に 報

酬 を 支 払う） を 委 託 す る が、 外 部 監 査 事 務 所 に は 次 の よ う な 条 件 を 要 求 して い る１１）
。

① 監査 を 行 う 企 業 と そ の グル ー プに 属 す る 企 業 の 株式 を 所 有 し て い な い こ と

② 過 去 にそ の グ ル ー プ と 営 業 取 引 関 係 が な い こ と

③ そ の 監 査 の結 果 に よ っ て 生 じ る 直 接 的 金 銭 関 係 がな いこ と

外 部 環 境 監 査 の 場 合 に は、 環 境 監 査 を 行 う 監 査 人 の 中 立 性 ・ 公平 性 が 確 保 さ れ る こ と が 必 要

条 件 で あ る。 外 部 環 境 監 査 人 に は、 環 境 間 題 や 会 計 学 に 関 す る 高 度 な 専 門 知 識 が 要 求 さ れ る ば

か り で な く、 企 業 ・ 業 界 団 体 等か ら 影 響 を 受 け な い 独 立 性 ・ 中 立 性 が保 証 さ れな け れ ば な ら な

い。 周 知 の 如 く、 被 監 査 法 人 か ら一 定 の報 酬 を 受 け る 外 部 監 査 （た と え ば、 公 認 会 計 士 に よ る

財 務 諸 表 監 査） に は 一 定 の 限 界 が 存 在 して い る こ と は 否 定 で き な い。 監 査 報 酬 を 監査 先 企 業 か

ら 継続 的 に 受 け 取 れ ば、 徐 々 に 現 状 肯 定 的 に 監 査 を 行 う と い う よ う な 弊 害 が 全 く な い と は 言 い

難 い
。

環 境 破 壊 し い て は人 類 破 滅 に つ な が る 環 境 負 荷 を 検 査 す る 外 部 環 境 監 査 に 限 っ て は、 独 立

性 ・ 中 立 性 ・ 公 平 性 ・ 強 制 性 が 保 証 さ れ る 公 的 機 関 によ る 監 査 が 必 要 で あ ろ う。 国 税 の 監 視 ・

監 査 人 で あ る 国 税 専 門 官 と 同 様 に、 環 境 汚 染 企 業 を 監 視 ・ 監 査 す る 制 度 と し て、 環 境 破 壊 物

質 ・ 環 境 法 規 ・ 監 査 手 法 等 に 精通 し た 「環 境 監 査 官」 の 設 置 が 望 ま れ る１２）
。 一 種 の 資 格 試 験 を

設 け て、 国 家 公 務 員 と して 採 用 さ れ た 環 境 監 査 官 は、 環 境 監 査 に つ い て 強 力な 権 限 を 保 証 さ れ、

そ の 代 わ り 重 い 責 任 の 負 う こ と に な る。 監 査 先 企 業 か ら 監 査 報 酬 を 得 る こ と も なく、 特 定 の 企

業 と 固 定 的 な 関 係 に な い 公 的 機 関 （環 境 監 査 官） に よ っ て 外 部 環 境 監 査 が 行 わ れる な ら ば、 企

業 への 圧 力 は 強 固 と な る は ず で あ る。 罰 則 規 定 を 設 け る こ と に よ っ て、 環 境 汚 染 企 業 ・ 環境 法

規 違 反 企 業 に 対 し て 罰 金 ・ 科 料 を 課 す こ と がで き、 最 終 的 に は 「上 場 取 下 げ」 （ｄｅｌｉｓｔｉｎｇ） あ

る い は 「営 業 停 止」 （ｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ ｏｆ ｂｕｓｉｎｅｓｓ） も 行 使 す る こ と が で き る。 さ ら に、 一 定 の 業

種 お よ び一 定規 模 の 企 業 に は 外 部 環 境 監 査 を 義 務 づ け、 そ の 監 査 調 書 は 一 般 に 公 開 さ れ、 公 衆

の 閲 覧 対 象 にす る べ き で あ る。
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１Ｖ． 環 境 財 務 会 計 の 課 題

環 境 財 務 会 計 と は、 環 境 関 連 支 出、 環 境 コ ス ト、 環 境 対 策 資 産、 環 境 負 債 等 の 環 境 関連 情 報

を 企 業 外 部 の利 害 関 係 者 に 報 告 す る 会 計 で あ る。 環 境 関 連 情 報 を 報 告 す る ア プロ ー チ と し て、

① 環 境報 告 書 の 作 成、 ② 財 務 諸 表 の 本 体 に 環 境 関 連 項 目 を 別 建 ・ 区 分 計 上 す る、 あ る い は 脚

注 に注 記 す る 方 法、 ③ 単 独 の 財 務 諸 表 と し て 環 境 関 連 財 務 諸 表 （た と え ば、 多 次 元 損 益 計 算

書、 環 境 （付 加 価 値） 計 算 書） を 作 成 す る 方 法 が 考 案 ま た は 実 施 さ れ て い る。

１． 環境 報 告 害 の 作 成

主 要 財 務 諸 表 の ほ か に、 環 境 関 連 情 報 の 自 主 的 な 開 示 手 段 と して、 環 境 方 針・ 環 境 目 標、 環

境 管 理、 環 境 保 護 対 策 等 に 関 す る 記 述 情 報 ・ 数 量 情 報 を 盛 り 込 ん だ 「環 境 報 告 書」 （ｅｎ－

ｖｉｒｏｎｍｅｎｔａ１ ｒｅｐｏｒｔ） が 作 成 ・ 公 表 さ れ て い る。 環 境 報 告 書 の 作 成 は、
現 行 の 財 務 諸 表 体 系

を 変 更 し な い で 環 境 関 連 情 報 を 付 随 的 に 提 供 で き る の で、 比 較 的 容 易 に 実 践 ・普 及 で き る で あ

ろ う。 し か し、 自 主 的 な 開 示 で あ る の で、 当 該 企 業 に 都 合 の 悪 い 環 境 情 報 を 隠蔽 す る 危 険 性 は

高 く、 ま た 一 種 の 「企 業 宣 伝 の用 具」 と し て 利 用 さ れ る 傾 向 も 強 い。

２． 環 境 関 連 項 目 の 財 務 諸 表 本 体 へ の 区 分 表 示 ま た は 脚 注開 示

環 境 コ ス ト （ｅｎＶｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＣｏＳｔ） は、 過 去、 現 在 あ る い は 将 来 に お け る 環 境 上 の 損 傷 （ｅｎ－

ｖｉｒｏｎｍｅｎｔａ１ ｄａｍａｇｅ） を 中 和 化 す る た め に 増 加 す る コ ス ト で あ る が、 「汚 染 者 負 担 の 原 則」

（ｐｏｌｌｕｔｅｒ ｐａｙｓ ｐｒｉｎｃｉｐ１ｅ） に 基 づ い て 内 部 費 用 化 す る 必 要 が あ る。 そ の 場 合、 環 境 コ ス ト の

認 識 （ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ） も 他 の 原 価 要 素 と 同 様 に、 発 生 主 義 （ａ㏄ｒｕａ１ ｂａｓｉｓ） を 基 調 と す る。 つ

ま り、 当 該 期 間 の 製 造 活 動 に 関 連 す る コ ス ト は、 当 期 の 製 造 原 価 と し て 処 理 さ れ、 将 来 の 汚 染

防 止 に 貢 献 で き る 環 境 コ ス ト は 資 産 化 さ れ、 将 来 の 期 間 に わ た っ て 配 分 ・ 償 却 す る。 ま た、 過

年 度 の 企 業 活 動 か ら 生 じ た 環 境 的 損 傷 に 関 す る コ ス ト は、 前期 損 益 修 正 と し て 処 理 す る こ と に

な る。 環 境 上 の 損 傷 を予 防 す る よ う に 設 備 を 改 良 す る ため に 為 さ れ る べ き 将 来 の 支 出 に 対 して

は、 引 当 金 設 定 の定 性要 件 と 定 量 要 件 を 満 た す な ら ば、 現 在 時 点 に お け る 現 金 の 支 出 に 関 係 な

く 経 済 価 値 の 費 消 事 実 の 発 生 に 費 用 を 認 識 す る 「発 生 主 義 の 原 則」 に 従 っ て、
「環 境 費 用 引 当

金」 の 設 定 が容 認さ れ る。

こ の よ う な 現 行 の 認 識 基 準 ・ 測 定 基 準 お よ び財 務諸 表 様 式 を 前 提 と し た 場 合、 環 境 コ ス ト・

環 境 対 策 資 産・ 環 境 負 債 の 計 上 ・ 開 示 に 関 して 何 ら か の 工 夫 が 施 さ れ な け れ ばな らな い。 従来

の 財 務 諸 表 で は、 環 境 保 全 活 動 に 関 達 す る コ ス ト ・ 資 産 ・ 負 債 は 表 面 化 せ ず 不 透 明 で あ 孔 環

境 関 連 項 目 の 明 瞭 開 示 （ｃ１ｅａｒ ｄｉｓｃ１ｏｓｕｒｅ） の た め に は、 環 境 コ ス ト の 分 離 計 上 ・ 表 示・ 環 境

資 産 ・ 負 債 の 別 建 表 示 ・ 内 訳 表 示 な どの 措 置 を講 じ る べ き で あ ろ う。 環 境 関 連 支 出額 が多 け れ
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ば 社 会 貢 献 度 が 高 い と も 言 え な い が
、 環 境 関連 項 目 を 区 分 表 示 した 財 務 諸 表 が 提 供 さ れ る こ と

に よ っ て、 企 業 の 環 境 保 全 ・ 改 善 活 動 の 達 成 度、 環 境 資 産 保 有 率 な どが 客 体 的 に比 較 で き、 当

該 企 業 が ど の 程 度 ま で 環 境 対 策 を 行 っ て い る の か を あ る 程 度 ま で 判 断 で き る１３）
。 し か し、 既 存

の 財 務 諸 表 を 利 用 す る 会 計 手 法 は、 エ コ ロ ジ カ ル な 環 境 負 荷 を経 済 的 な 単 位 で あ る 貨 幣 額 で 一

元 的 に 算 定 で き る の か
、 と い う 根 本 的 間 題 が 存 在 す る１４）

。

環 境 関 連 項 目 を 財 務 諸 表 の 本 体 に 計 上 ・ 表 示 し な い 場 合 に は、 代 替 的 に 財 務 諸 表 の 脚 注 あ る

い は 他 の 報 告 書 に 開 示 す る。 た と え ば、 米 国 の 上 場 企 業 は ＳＥＣ に 提 出 す る ブ ォ ー ム １Ｏ Ｋ お

よ び１ＯＱ 年 次 報 告 書 の 中 で、 環 境 法 規 遵 守 コ ス ト ・ 環 境 訴 訟 の 開 示 お よ び経 営者 の 意 見 開 陳

に よ る 環 境 報 告 を 義務 づ け ら れ て い る。 わ が 国 に お い て も、 有 価 証 券 報 告 書 の 中 で 環 境 関連 情

報 が 開 示 さ れ て い る。 有価 証 券 報 告 書 に お け る 「事 業 の 概 要」・「設 備 の 状 況」 の 中 で、 環 境 関

連 の 研 究 開 発 活 動 に 関 す る 陳 述、 環 境 対 策 資 産 に 関 す る 計 画 額 ・ 既 支 払 額 等 の 記 載 を 行 っ た り、

「経 理 の 状 況」 の 中 で、 た と え ば 「電 気 事 業 営 業 費用 明 細 表」 に お い て 廃 棄 物 処 理 費 ・ 使 用 済

核 燃 料 再 処 理 費 の 内 訳 を 明 示 し て い る１５）
。

３． 環 境 関 連 財 務 諸 表 の 作 成

現 行 の 主 要 財 務 諸 表 と は 別 個 に、 環 境 関 連 財 務 諸 表 を 作 成 す る こ と も 考 え ら れ る。 た とえ ば

米 国 で は、 １９６０ 年 代 後 半 に 企 業 の 社 会 的 責 任 に 関 す る 社 会 的 認 識 が 高 ま り、 １９７０ 年 代 に 入 っ

て か ら 社 会 責 任 会 計 の 報 告 方 法 と し て コ ー コ ラ ン ＝ ラ イ ニ ン ガ ー （Ａ． Ｗ． Ｃｏｒｃｏｒａｎ ａｎｄ Ｗ．

Ｅ
，

Ｌｅｉｎｉｎｇｅｒ
，

Ｊｒ一） の 環 境 取 引 報 告 書 （ｅｎｖｉｒｏｎ ｍｅｎｔａ１ ｅｘｃｈａｎｇｅ ｒｅｐｏｒｔ）
、

リ ノ ウ ズ （Ｄ
．

Ｆ
．

Ｌｉｎｏｗ ｅｓ） の 社 会 経 済 的 活 動 報 告 書 （Ｓｏｃｉｏ－Ｅｃｏｎｏ ｍｉｃ Ｏ ｐｅｒａｔｉｎｇ Ｓｔａｔｅ ｍｅｎｔ）
、 コ ラ ン ト

ニ ー ＝ ク ー パ ’ ＝ ダ イ ツ ァ ー （Ｃ
．

Ｓ
．

ＣＯｌａｎｔｏｎｉ
，

Ｗ
． Ｗｌ Ｃｏｏｐｅｒ ａｎｄ Ｈ

．
Ｊ
．

Ｄｉｅｔｚｅｒ） の 多 次 元

損 益 計 算 書 （ｍ ｕ１ｔｉｄｉｍｅｎｓｉｏｎａ１ ｉｎｃｏｍ ｅ ｓｔａｔｅｍ ｅｎｔ）、 サ イ ド ラ ー （Ｌ
．Ｊ．

Ｓｅｉｄｌｅｒ） の 社 会 的

損 益 計 算 書 （Ｓｏｃｉａｌ Ｉｎｃｏｍｅ Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ）、 エ ス テ ス （Ｒ． Ｅｓｔｅｓ） の 社 会 的 影 響 計 算 書

（Ｓｏｃｉａｌ Ｉｍ ｐａｃｔ Ｓｔａｔｅｍ ｅｎｔ）
、

ア プ ト （Ｃ
．

Ｃ
．

Ａ ｂｔ） の 社 会 監 査 書 （ｓｏｃｉａｌ ａｕｄｉｔ） な ど が 考 案

さ れ て き た。 厳 密 に 言 え ぱ
、 こ れ ら の報 告 書 は 独 立 し た 環 境 関 連 財 務諸 表 で は な い が、 環 境 関

連 財務 諸 表 の 展 開 の 上 で 示 唆 に 富 む。

環 境 取 引 報 告 書 は、 人 的 資 源 と 物 的 資 源 の イ ン ブ ッ ト お よ び ア ウ ト プ ッ ト （最 終 製 品、 水、

大 気、 廃 棄 物 を 含 む） に っ い て、 物 量 的 デ ー タ と 記 述 情 報 を 記 載 し た 報 告 書 で あ り１６〕
、 ど ち ら

か と 言 え ば、 環 境 報 告書 に近 い。 社 会 経 済 的 活 動 報 告 書 は、 人 間 関 係、 環 境 関 係 お よ び製 品関

係 の そ れ ぞ れ に 改 善 と 損 傷 （た と え ぱ、 有 害 液 体 を 中 和 す る 浄 化 工 程 設 置 の 見 積 り コ ス ト） を

貨 幣 金 額 で 対 比 した 計 算 書 で あ る１７〕
。 多 次 元 損 益 計 算 書 は、 貨 幣 額 表示 に よ る 伝 統 的 な 損 益 計

算 書 に 加 え て、 物 的 環 境 （硫 黄 放 出量、 硫 黄 除 去、 微 粒 子 除 去） お よ び 社会 的環 境 （雇 用、 教

育 訓 練 等） を 独 立 し た 項 目 と して 分 離 し、 行 列 形 式 （多 層 様 式） を 用 い て 当 該 費 用 ・ 収 益 に 関

連 す る 物 量 情 報 を 追 加 ・ 開 示 し た 計 算 書 で あ る１８）
。 社 会 的 損 益 計 算 書 は、 貨 幣 数 値 を 用 い て、
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生 産 に よ り 付 加 さ れ た 価 値 に 社 会 的 に 好 ま し い ア ウ ト プ ッ ト （職 業 訓 練、 労 働 者 の 健 康 改 善

等） を 加 算 し、 社 会 的 に 好 ま しく な い 結 果 （大 気 汚 染、 水 質 汚 染 等） を 控 除 した 上 で、 社 会 的

純 利 益 （ま た は 社会 的 純 損 失） を 計 上 す る 計 算 書 で あ る肥）
。 社 会 的 影 響 計 算 書 は、 企 業 の社 会

的 ペ ネ ッ フ ィ ト （環 境 改 善 の た め の 支 出 を 含 む） お よ び 社 会 的 コ ス ト （環 境 破 壊 を 含 む） を 貨

幣 金 額 で 計 上 した 計 算 書 であ る２０）。 社 会 監 査 書 と して 社 会 的 ・ 財 務 的 貸 借 対 照 表 と 社 会 的 ・ 財

務 的 損 益 計 算 書 （Ｓｏｃｉａ１ ａｎｄ Ｆｉｎａｎｃｉａ１ Ｂａｌａｎｃｅ ＳｈｅｅｔａｎｄＩｎｃｏｍｅ Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ） が 作 成 さ れ

る が、 社 会 的 資 源 の 供 給 者 と し て 会 社 ・ 株 主
、

ス タ ッ フ、 顧 客 ・ 一 般 大 衆 お よ び 地 域 社 会 （環

境 の 改 善 を 含 む） に 分 け、 そ れ ぞ れ に っ い て 多 層 様 式 で 社 会 ベ ネ フ ィ ッ ト と 社 会 的 コ ス ト を 貨

幣 金 額 で 計 上 し て い る 計 算 書 で あ る２１）
。

こ の よう な 計 算 書 ・ 報 告 書 で 提 案 さ れ た 手 法 は、 数 量 的 デ ー タ の 文 章 記 述 式 開 示 型 （環 境 取

引 報 告 書）、 数 量 的 デー タ と 貨 幣 的 デ ー タ の 比 較 評 価 型 （多 次 元 損 益 計 算書）、 貨 幣 額 表 示 に よ

る 社 会 的 ベ ネ フ ィ ッ ト・ コ ス ト開 示 型 （社 会 経 済 的 活 動 報 告 書、 社 会 的 損 益 計 算 書、 社 会 的 影

響 計 算 書、 社 会 監 査 書） に 分 類 さ れ る で あ ろ う。 た だ し、 前 述 し た よ う に、 こ れ ら の 計 算 書 は

単 独 の 環 境 関 連 財 務 諸 表 で はな い。

１９９０ 年 代 に 入 っ て、 オ ラ ン ダ の コ ン ピ ュ ー タ ・ ソ フ ト 会 社 で あ る ＢＳＯ／ＯＲＩＧＩＮ 社 が 環 境

関 連 財 務 諸 表 と し て 「環 境 計 算 書」 （Ｍｉ１ｉｅｕｊａａｒｒｅｋｅｎｉｎｇ） を 作 成 ・ 公 表 し た。 こ の 環 境 計 算

書 で は、 企 業 活 動 に と も な っ て 発 生 す る 空 中 放 出 汚 染・ 汚 水 お よ び 廃 棄 物 の 「環 境 影 響 コ ス

ト」 か ら 環 境 の た め に 支 出 した 「環 境 支 出」 （企 業 外部 に 委 託 し た 汚 染 浄 化 処 理 費 用 の 支 払 分

と 環 境 関 連 税 の 合 計 額） を 差 し 引 い て 「控 除 価 値」 を 求 め、 次 に、 企 業 が 創 出 した 付 加 価 値

（人 件 費 十 減 価 償 却 費 十 金 融 費用 十 税 金 十 純 利 益） か ら 控 除 価 値 を 引 い て 「純 付加 価 値」 を 計

算 す る。 「環 境 影 響 コ ス ト」 を 算 定 す る 場 合、 大気 汚 染 物 質、 水 質 汚 濁 物 質 お よ び廃 棄 物 の 放

出 量 を 「物 量 値」 で 測 定 ・ 把 握 し、 各 物 質 に そ れ ぞ れ の 限 界 コ ス ト （汚 染 物 質 が 特 定 の 排 出・

放 出 水 準 以 下 に な る よ う 処 理 す る と し た ら 必 要 に な る で あ ろ う 単 位 コ ス ト） を 乗 じ、 総コ ス ト

を 計 算 （財 務 換 算） し て い る２２）
。 環境 計 算 書 は、 数 量 的 デー タ を 組 み 込 ん だ 貨幣 額 表 示 に よ る

社 会 的 ベ ネ フ ィ ッ ト ・ コ ス ト 開 示 型 の 環 境 関 連 財 務 諸 表 で あ り、 環 境 影 響 コ ス ト を 反 映 さ せ た

企 業 付 加 価 値 計 算書 の 形 態 を 採 っ て い る 点 に 特 徴 が あ る。 今 後、 環 境 （付加 価 値） 計 算 書 の よ

う な 環 境 関 連 財 務 諸 表 の 開 発 が 促 進 さ れ る と と も に、 環 境 負 荷 の多 い 業 種 に 対 し て は 主 要 財 務

諸 表 の 一 っ と し て 「環 境 関 連 財 務 諸 表」 の 作 成 ・ 公 表 が義 務 づ け ら れ る べ き で あ ろ う。

Ｖ． 環境税務会計の課題

環 境 基 準 値 を 法 的 に 決 め て 汚 染 物 質 の 排 出 を 規 制 す る 直 接 的 規 制 法 （ｄｉｒｅｃｔ ｃｏｎｔｒｏｌ ａｐ－

ｐｒｏａｃｈ） の ほ か に、 直 接 的 な 法 規 制 を 補 完 す る 形 で 間 接 的 な 経 済 手 段 （ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｉｎ－

ＳｔｒｕｍｅｎｔＳ） も 併 用 さ れ て い る。 人 間 ま た は 企 業 が 追 求 す る 経 済 的 合 理 性 を 前 提 に し た 場 合、
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経 済 手 段 は 多 方 面 か つ 弾 力 的 に 活 用 で き る。 環 境 保 護 に 対 す る 経 済 手 段 と し て、 課 徴 金

（ｃｈａｒｇｅｓ）
、

補 助 金 （ｓｕｂｓｉｄｉｅｓ）、
デ ポ ジ ッ ト 返 金 制 度 （ｄｅｐｏｓｉｔ－ｒｅｆｕｎｄ ｓｙｓｔｅ ｍ）

、
売 買 可 能

な 排 出 権 （ｔｒａｄｅａｂ１ｅ ｐｅ ｍ ｉｔｓ） 等 と と も に、 課 税 手 段 が 利 用 さ れ て い る２３）
。 環 境 負 荷 の 緩

和 ・ 回 避 に 対 し て は 「租 税 の 軽 減 ・ 免 除」 と い っ た 「タ ッ ク ス ・ イ ン セ ン テ ィ ブ」 （ｔａＸｉｎＣｅｎ・

ｔｉｖｅ） を 与 え る 一 方、 「汚 染 者 に 租 税」 （ｔａｘｅｓ ｏｎ ｐＯｌｌｕｔｅｒＳ） を 課 す 「ネ ガ テ ィ ブ ・ タ ッ ク

ス ・ イ ン セ ン テ ィ ブ」 （ｎｅｇａｔｉＶｅ ｔａＸ ｉｎＣｅｎｔｉＶｅ） が 講 じ ら れ て い る
。

環 境 税務 会 計 （あ る い は 環 境 租 税 措 置） と は、 環 境 保 全 活 動 に 対 し て は 租 税 優 遇 措 置 を 適 用

す る が、 環 境 汚 染 活 動 に 対 し て は 租 税 制 裁 （ｔａｘ ｐｅｎａｌｔｙ） を 加 え る 「差 別 的 課 税」 （ｄｉｆｆｅｒｅｎ－

ｔｉａｌｔａＸａｔｉｏｎ） を 行 う こ と に よ っ て、 税 制 上 の 側 面 か ら 環 境 保 護 を 実 現 し よ う す る 会 計 （あ る

い は 税 務 措 置） で あ る。

わ が 国 で は、 直 接 的 法 規 制 に 加 え、 租 税 上 の 環 境 保 護 策 と し て タ ッ ク ス ・ イ ン セ ン テ ィ ブ が

採用 さ れ て き た。 租 税 特 別 措 置 法 が
、

一 定 の 省 エ ネ ・ 公 害 防 止 資 産 等 の 取 得 を 促 進 す る ため に

特 別 償 却 （ｓｐｅｃｉａ１ｄｅｐｒｅｃｉａｔｉｏｎ）、 投 資 税 額 控 除 （ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｔａｘ ｃｒｅｄｉｔ） を 容 認 し て い る。

特別 償 却 は、 減 価 償 却 制 度 を 利 用 した 課 税 繰 延 措 置 で あ る が、 早 期 計 上 償 却 分 （特 別 償 却 限 度

額） に 見 合 う 税 額 が 将 来 に 猶 予 さ れ る こ と にな り、 そ の 繰 延 税 額 分 だ け特 別 償 却 時 に お い て 国

家 か ら一 種 の 無 利 息 融 資 を 受 け た こ と と 同 じ経 済 的 効 果 が あ る。 そ れ な ら ば、 投 下 資 本 額 を 早

期 に 回 収 す る 投 資 誘 因 措 置 と し て は、 取 得 年 度 に 全 額 償 却 で き る 「キ ャ ピ タ ル ・ ア ロ ウ ワ ン

ス」 （ｃａｐｉｔａ１ ａ１１ｏｗａｎｃｅ） が よ り 効 果 的 な 方 法 で あ る と 考 え ら れ る。 緊 急 を 要 す る 環 境 保 護 の

た め の 投 資 奨 励 策 と し て、
「キ ャ ピ タ ル ・ ア ロ ウ ワ ン ス」 が 環 境 対 策 資 産 （石 油 代 替 エ ネ ル

ギ ー 関 連 設 備、 環 境 保 全・ 改 善用 設 備、 公 害 防 止 用 設 備、 環 境 関 連 研 究 ・ 開 発 設 備、 廃 棄 物 再

利用 設 備 等） に 対 して 全 面 的 に 適用 さ れ る べ き で あ る。 あ る い は、 こ れ ら の 資 産 に 控 除 率 の 高

い 「投 資 税 額 控 除」 が 容 認 さ れ る べ き で あ ろ う。 さ らに、 一 定 規 模 の 環境 対 策 資 産 あ る い は 当

該 企 業 資 産 の 一 定 割 合 の 環 境 対 策 資 産 を 所 有 し て い る 企 業 に 対 して は、 税 率 を 引 き 下 げ て 優 遇

税 率 を 設 定 す る２４）
。

わ が 国 の 租 税 特 別 措 置 法 で は、 特 定 の 業 種 ・ 資 産 に 限 り、 環 境 保 全 の た め に 特 定 の 準 備 金

（た と え ば、 金 属 鉱 業 等 鉱 害 防 止 準 備 金、 再 生 資 源 利 用 促 進 準 備 金） の 設 定 が 認 め ら れ て い る

（租 税 特 別 措 置 法 第 ５５ 条 の ６、 第 ５７ 条 の ８） が、 将 来 の 世 代 の た め の 「持 続 的 発 展」 （ｓｕｓｔａｉｎ－

ａｂｌｅ ｄｅｖｅ１ｏｐ ｍ ｅｎｔ） あ る い は 環 境 保 護 （ｅｎｖｉｒｏｎ ｍｅｎｔａｌ ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ） の た め に、
す べ て の 法

人 に 対 し て、 自 然 資 本 （ｎａｔｕｒａ１ｃａｐｉｔａｌ） の 犠 牲 に よ っ て 形 成 さ れ た 人 工 資 本 （ｍａｎ ｍ ａｄｅｃａｐ－

ｉｔａ１） で あ る 物 的資 産 の 一定 割 合 の 金 額 （た と え ば
、 物 的 資 産 の 時 価 評 価 額 の １Ｏ 分 の １） に

達 す るま で は、 「持 続 的 維 持 準 備 金」 あ る い は 「環 境 保 全 準 備 金」 と し て 積 み 立 て る こ と を 認

め る。 こ の 準 備 金 は、 現 在 の 株 主 に 処 分 しな い で 将 来 の 世 代 の た め に 留 保 し な け れ ば な ら な い

地 球 持 分 （環 境 持 分） で あ り、 そ の 取 崩 し は、 将 来 の 環 境 保 全 活 動 に 支 出 す る 場 合 に 限 ら れ る。

な お、 公 害 防止 努力 を 怠 っ た 企 業 が 支 払 う 公 害 補 償 費 等 は、 反 社 会 的 行 動 に 基 づく 支 出 で あ
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り、
原 価 性 あ る い は費 用 性 を 認 め る こ と は 社 会 正 義 に 反 す る。 と こ ろ が、 わ が 国 の 法人 税 基 本

通 達 ７－３－７ に よ れ ば、 工 場 ・ ビ ル ・ マ ン シ ョ ン 等 の 建 設 に 伴 っ て 支 出 す る 公 害 補 償 費、 住 民

対 策 費 等 で、 当 初 か ら 支 出 が予 定 さ れ て い る も の に つ い て は、 そ の 支 出が 建設 後 に 行 わ れ る も

の で あ っ て も、 当 該 資 産 の 取 得 価 額 に 算 入 し な け れ ぱ な らな い。 っ ま り、 資産 化 し た 上 で 滅 価

償 却 費 と して 損 金 算 入 で き る。 し か し、 公 害 補 償 費 の よ う な 支 出 に は・ 罰 科 金 と 同 様 に・ 損 金

に 算 入 す れ ば 租 税 負 担 が 軽 減 す る こ と に な り 制 裁 的 効 果 が削 減す る の で・
損 金 不 算 入 項 目 と し

て 課 税 所 得 に 含 め る こ と に よ っ て 制 裁 的 課 税 を 行 う べ き で あ る２５）
。 ま た、 過 剰 な 消 費 を 誘 引 す

る よ う な 広 告 宣 伝 費 は、 交 際 費 等 と 同 様 に、
冗 費節 約 等 の 理 由 に よ り 損 金 不 算 入 と す る。 税 法

上、 特 定 の 者 （得 意 先、 仕 入 先 そ の 他 事 業 に関 係 あ る 者 等） に 対 す る 接 待 ・ 贈 答 ・ 供 応 ・ 謝 礼

等 を 意 図 す る 金 晶 の 交 付 等 は 交 際 費 等 とさ れ、 不 特 定 多 数 の 者 に 対 す る 宣 伝 効 果 を 意 図 す る 金

晶 等 は 広 告 宣 伝 費 と して 扱 わ れ る （租 税 特 別 措 置 法 第 ６１ 条 の ４ 第 ３ 項、 租 税 特 別 措 置 法関 係

通 達 ６２一（１）一８） が、 交 際 費 等 も 広告 宣 伝 費 も 販 売 拡 張 ・ 促 進 の た め に 金 品 等 を 交 付 す る 点 で

は 類 似 し て い る。 環 境 保 護 の 観 点 か ら、 過 剰 な 広 告 宣 伝 活 動 に つ い て は税 制 的 に も制 裁 を加 え

る べ き で あ る。

さ ら に
、

ネ ガ テ ィ ブ ・ タ ッ ク ス ・ イ ン セ ン テ ィ ブ と し て
、

炭 素 税 （ｃａｒｂｏｎ ｔａｘ）
、

エ ネ ル

ギ ー 税 （ｅｎｅｒｇｙ ｔａＸ）、 排 出 税 （ｅｍｉＳＳｉｏｎ ｔａＸ） の よ う な 環 境 税 （ｅｎＶｉｒｏｎｍｅｎｔａ１ｔａＸ） が 北

欧 で 導 入 さ れて いる。 環 境 税 は、 環 境 負 荷 の 多 い 生 産 ・ 消 費 活 動 を 効 率 的 に 抑 制 で き る と と も

に、 そ の 税 収 に よ っ て 経 済 効 率 を 阻 害 して い る既 存 税 の 減 税 に 充 て る こ と が で き る。 「汚 染 者

負 担 の 原 則」 に 基 づ い て 環 境 汚 染 者 に は環 境 税 を 課 す べ き で あ る が、 環 境 税 の 導 入 は 特 定 の 業

種 に 租 税負 担 が 偏 重 し、 低 所 得 層 に 対 して 相 対 的 に 高 額 な 課 税 を 強 い る 逆 進 性 が あ る。 そ の よ

う な 弊 害 を 除 去 す る た め に は、 た と え ぱ、 既 存 の エ ネ ル ギ ー 税 （石 油 税・ 石 油 ガ ス 税・ 揮 発 油

税 な ど） を 環 境 税 に 統 合 す る と か 部 分 的 に 振り 替 え、 所 得 税 ・ 法 人 税 の 税 率 を 引 き 下 げ れ ぱ よ

い であ ろ う。 現 行 の 資 本 ・ 労 働 課 税 （収 得 課 税） 中 心 の 税 制 か ら、 す べ て の 生 命 体 の共 同 財 産

と も い う べ き グ ロ ー バ ル ・ コ モ ン ズ （ｇｌｏｂａ１ｃｏｍ ｍｏｎｓ） の 保 護 の 観 点 か ら、 エ ネ ル ギ ー ・ 自

然 資 源 利用 課 税 （消 費 課 税） 中心 の 税 制 構 造 に 変 換 す べ き 時 期 に 入 っ たの で はな か ろう か。 そ

の 場 合、 環 境 税 の 高 率 国 か ら 低 率 国 ・ 非 導 入 国 に 企 業 （あ る い は工 場） が 移転 す る こ と に よ り、

環 境 汚 染 の 国 際 移 動 の 危 険性 は 高く な る の で、 本 質 的 に 「国 際 共 通 税」 で あ る 環 境 税 に 対 し て

は、 環 境 税 導 入 の 国 際 的 協 調 と 共 通 従 量 税 率 の 採 用 は 必 要 不 可 欠 な 要 件 で あ る。 環 境 税 を グ

ロ ー バ ル に 管 理 ・ 運 用 す る 機 関 と し て、 「環 境 保 護 税 国 際 機 構」 （Ｉｎｔｅｍ ａｔｉｏｎａ１ Ｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ

ｆｏｒ Ｅｎｖｉｒｏｎ ｍ ｅｎｔａ１ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ｔａｘｅｓ） の 創 設 が 要 請 さ れ る か も し れ な い２６）
。

ｗ
．

む す ぴ

本 稿 で は、 企 業 会 計 の 視 座 か ら環 境 会 計 の課 題 を 管 見 し て き た。 環 境 会 計 はま だ 未 整 備 な 段
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階 に あ る が、 環 境 保 護 の た めに 検 討 しな け れ ば な ら な い 会 計 領 域 と して、 環 境 管 理 会 計、 環 境

監 査、 環 境 財 務 会 計 お よ び環 境 税務 会 計 を あ え て 列 挙 し、 そ れ ぞ れ の 課 題 に つ い て 若 干 の 考 察

を 加 え た っ も り で あ る。 す な わ ち、 環 境 管 理 会 計 と し て ＬＣＡ ・ エ コ ビ ラ ン ツ ・ エ コ ロ ジ ー 簿

記、 環 境 監 査 と し て 内 部 環 境 監 査 ・ 外 部 環 境 監 査、 環 境 財 務 会 計 と し て 環 境 報 告 書 ・ 環 境 関 連

項 目 の 区 分 計 上 ・ 環 境 関 連 財 務 諸 表 の 作 成、 環 境 税 務 会 計 と し て 環 境 関 連 租 税 優 遇 措 置 ・ 環 境

関連 租 税 制 裁 措 置 が 概 観 さ れ て い る。 こ のよ うな 環 境 会 計 の 手 法 を 用 い て、 環 境 負 荷 の 大 き い

企業 活 動 か ら 環 境 の 少 な い 企 業 活 動 に 転 換 さ せる こ と が、 環 境 会 計 の 主 要 な 役 割 で あ り、 第 一

義 的 な 目 的 で も あ る。 差 し 迫 っ た 環 境 保 護 の ため に は、 す べ て の 会 計 分 野 を 活 用 し て 全 面 的 に

対 処 し な け れ ば な ら な い。 そ れ と 同 時 に、 環 境 会 計 の 今 後 の 課 題 と し て は、 考 案 ・ 開 発 さ れ た

成 果 を 如 何 に 基準 設 定 ・ 法 律 化 に 結 びつ け る の か、 如 何 に 実 践 化 ・ 普 及 化 さ せ て いく の か と い

う 現 実 的 な 間 題 が 存 在 す る。
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